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みどりの南小学校、みどりの南中学校開校準備委員会設置要項（令和５年 月 日改正）新旧対照表 

改正後 改正前 

題名 みどりの南小学校、みどりの南中学校開校準備員会設置要項 題名 （仮称）みどりの南小学校、みどりの南中学校開校準備委員会設置要項 

  

第１条 みどりの南小学校、みどりの南中学校（以下「新設校」という。）の開校 第１条 （仮称）みどりの南小学校、みどりの南中学校（以下「新設校」という。） 

に向けた準備を円滑に推進するため、みどりの南小学校、みどりの南中学校開校準 の開校に向けた準備を円滑に推進するため、（仮称）みどりの南小学校、みどりの 

備委員会（以下「準備委員会」という。）を設置する。 南中学校開校準備委員会（以下「準備委員会」という。）を設置する。 

  

第２条-第９条 （略） 第２条-第９条 （略） 

  

附則 附則 

（施行期日） （施行期日） 

この要項は、令和４年７月８日から施行する。 この要項は、令和４年７月８日から施行する。 

附則  

（施行期日）  

この要項は、令和５年 月 日から施行する。  

 


